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❖お知らせの表記

☎㉓ 5111  FAX ㉒ 5100
土・日曜日、休日は閉庁

お知らせ

　広報とわだに掲載したイベ
ントや相談会などの各種催し
や募集については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の
観点から、中止や延期、変更
になる場合がありますので、
ご了承ください。
　また、催しなどに参加する
場合は、マスクを着用し人と
の適切な距離を保つなど、感
染症対策へのご協力をお願い
します。
※事前に各問い合わせ先にご
　確認ください。

広報とわだに掲載の各種
催しや募集などについて【

【

暮 ら し

エアコン・室外機、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の「家電４品目」
は、家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられているため、燃えないごみや
粗大ごみとして出すことはできません。次の方法で処分してください。
※処分にはリサイクル料金のほか、回収を依頼する場合、収集運搬料金がかかります。

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは次の方法で処分してください
問まちづくり支援課☎51 6726

●処分方法
買い替える
場合

新しい製品を購入する販
売店へ依頼

処分のみの
場合

製品を購入した販売店か
廃棄物処理業者へ依頼

　自身で引き取り場所へ運搬する場合
は、郵便局で家電リサイクル料金を振
り込みの上、引き渡ししてください。

●対応可能な廃棄物処理業者
（有）エコサービス
西十六番町 29-9
☎㉒ 9741

県南清掃（株）
三本木字野崎40-370
☎㉓ 4351

（株）みどり
相坂字高清水78-455
☎㉓ 9199

（株）遠藤商店
東十六番町５-３
☎㉓ 4850

（株）十和田ビルサービス
赤沼字下平 437-9
☎㉓ 4982

（有）十和田環境サービス
相坂字高見 125-25
☎㉒ 7573

田中車輛（株）
三本木字中掫 43-4
☎⑳ 6210

（有）十和田クリーンサービス
赤沼字沼袋 174-9
☎㉕ 7451

（有）マルトシ運輸
法量字渕瀬56
☎74 2966

あおもり安心飲食店キャンペー
ンを行っています

県では、県内の新型コロナウイ
ルス感染状況が一時期の急激かつ
大幅な感染拡大の局面からは脱し
ていることを踏まえ、県の「あお
もり飲食店感染防止対策認証制
度」の認証を受けた飲食店の利用
者を対象とする「あおもり安心飲
食店応援キャンペーン」を実施し
ています。抽選で食事券が当たり
ますので、ぜひご利用ください。
参加対象者　県内の対象店舗で飲
　食代 1,000 円以上ご利用の人。
利用した人に、店頭でキャンペー
　ン応募シールを配布します。
シール配布・キャンペーン応募期限　　
　1月 10 日㈪
食事券利用期間　２月上旬～３月
　６日㈰
※詳しくは、キャンペーンサイト
　（https://www.tsunaguru.com/）
　をご覧ください。
●参加店も募集しています
募集期限　２月 18 日㈮
※「あおもり飲食店感染防止対策
　認証制度」の認証店であること。
　申請を希望する事業者は、あお
　もり飲食店感染防止対策認証制
　度ホームページ（http://aomori-
　ninsho.com）をご覧ください。
問青森県商工労働部地域産業課
☎ 017･734･9373
  青森県健康福祉部保健衛生課
  ☎ 017･734･9213
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「とわだ応援プレミアム付商品券」
の販売期間と利用期間を延長します

販売期間　
　１月 17 日㈪～２月 10 日㈭
販売冊数　１回３冊まで
※商品券がなくなり次第終了
販売場所　市内の郵便局（八郷簡　
易郵便局、滝沢簡易郵便局は除く）
※引換券なく、どなたでも購入で　
　きます。
利用期限　２月 28 日㈪
※すでに販売した商品券、マイナ
　ンバーカード取得促進事業で配
　布した商品券も含みます。
※商品券には利用期限が１月 31
　日㈪と印字されていますが、２
　月 28 日㈪まで利用可能です。
※詳しくは「とわだ応援プレミア
　ム付商品券ホームページ」をご
　覧ください。　
※これに伴うマイナンバーカード
　取得促進事業の配布対象者の条
　件変更はありません。
問商工観光課☎51 6773
十和田商工会議所☎51 6773

第３次十和田市男女共同参画社会
推進計画（案）に対する意見募集（パ
ブリックコメント）を実施します

市では、令和４～８年度を計画
期間とする第３次十和田市男女共
同参画社会推進計画の策定に取り
組んでいます。
　第３次計画（案）に対する皆さ
んのご意見をお聞かせください。
受付期間　１月 26 日㈬～２月 14 日㈪
提出方法　持参、郵送、FAX または　
　メールのいずれかにより提出くだ
　さい。
※詳しくは、総務課に備え付けてあ
　る冊子または市ホームページをご
　覧ください。
問総務課☎51 6702 FAX㉒ 5100
  メール somu@city.towada.lg.jp

※不法投棄や無許可の回収業者への依頼は違法です。

とわだ応援プレミアム
付商品券ホームページ


